
 

○ 
厚 生 労 働 省  

経 済 産 業 省

環  境  省  

告 示 第 三 号  

 化 学 物 質 の 審 査 及 び 製 造 等 の 規 制 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 八 年 法 律 第 百 十 七 号 ） 第 二 条 第 五 項 の 規

定 に 基 づ き 、 令 和 五 年 四 月 一 日 付 け を も っ て 次 に 掲 げ る 化 学 物 質 を 優 先 評 価 化 学 物 質 と し て 指 定 し た

の で 、 同 条 第 九 項 の 規 定 に 基 づ き そ の 名 称 を 公 示 す る 。  

  令 和 五 年 四 月 三 日   

            厚 生 労 働 大 臣  加 藤  勝 信  

                               経 済 産 業 大 臣  西 村  康 稔  

                                 環 境 大 臣  西 村  明 宏  

通し番号 
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第２条第５項の規定に基

づき優先評価化学物質として指定した化学物質の名称 
  整理番号 

268  ２，２′，２′′，２′′′－（エタン－１，２－ジイルジニトリロ）

四酢酸のナトリウム塩 

(2)-1265     

 

269  α，α′－［（アルキル（Ｃ＝８～ 18、直鎖型）アザンジイル）ビス（

エタン－２，１－ジイル（又はメチルエタン－２，１－ジイル））］ビ

ス｛ω－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（ メ

(7)-60  



チルエタン－１，２－ジイル）］｝（繰り返し単位の繰り返し数は１以

上の整数とする。）（数平均分子量が 1,000 未満であるものに限る。） 

270  ｛２－ヒドロキシ－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ，Ｎ－ジメチル

エタン－１－アミニウムと［飽和脂肪酸（Ｃ＝ 10～ 18、直鎖型）（又は

不飽和脂肪酸（Ｃ＝ 18、直鎖型））］のエステル｝の塩又は｛２－ヒド

ロキシ－Ｎ－（２－ヒドロキシプロピル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロパン

－１－アミニウムと［飽和脂肪酸（Ｃ＝ 10～ 18、直鎖型）（又は不飽和

脂肪酸（Ｃ＝ 18、直鎖型））］のエステル｝の塩 

(7)-66  

271  α－（アルキル（Ｃ＝６～ 18））－ω－ヒドロキシポリ［オキシエタン

－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（数平

均分子量が 1,000 未満であるものに限る。） 

(7)-97  

 

272  α－ヒドロ－ω－［（３－メチルブタ－３－エン－１－イル）オキシ］

ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（繰り返し単位の繰り返し数は

１以上の整数とする。）（数平均分子量が 1,000 未満であるものに限る

。） 

(7)-97  

 

273  ［α－（アルカノイル（Ｃ＝８～ 18、直鎖型））－ω－メトキシポリ（ (7)-141 



オキシエタン－１，２－ジイル）又はα－（アルケノイル（Ｃ＝８～ 18

、直鎖型））－ω－メトキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）］

（繰り返し単位の繰り返し数は１以上の整数とする。）（数平均分子量

が 1,000 未満であるものに限る。） 

 

 


